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両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース） Ｑ＆Ａ 

（2026 年度版） 

 

本Ｑ＆Ａ 内 容 

●共通事項（上限、支給申請期間等） 

Ｑ代共１ 本コースの支給について、人数や回数の上限はあるのか。 

Ｑ代共２ 本コースの支給について、「初回から５年間」についてはどこから起算する

のか。 

Ｑ代共３ 中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）や両立支援等助成金の育

児休業等支援コース（業務代替支援）など、以前の制度の助成金を受給し

ていても本コースの対象となるのか。 

Ｑ代共４ 本コースの支給対象労働者が、その後、異なる子について再度育児休業や

育児のための短時間勤務を取得・利用した場合、本コースの対象となる

か。 

Ｑ代共５ 「手当支給等（育児休業）」または「新規雇用（育児休業）」の支給対象労

働者が、その後、同一の子について育児のための短時間勤務制度を利用し

た場合、「手当支給等（短時間勤務）」の対象となるのか。 

Ｑ代共６ 本コースについて、同一労働者の同一の育児休業について、出生時両立支

援コースや育児休業等支援コースと併用することはできるのか。 

Ｑ代共７ 手当支給等（育児休業）及び新規雇用（育児休業）において、対象育児休

業取得者が、職場復帰時に正社員（月給制）からパートタイム労働者（時

給制）等へ、雇用形態（給与形態）の変更をしている場合でも、支給対象

となるか。 

●共通事項（期間の計算方法） 

Ｑ代期１ 対象労働者が複数回に分割して育児休業や育児のための短時間勤務を取

得・利用した場合や、業務代替期間が複数の期間に分かれる場合も助成金

の対象となるのか。 

Ｑ代期２ 土曜日・日曜日が休日の労働者が、同じ週の月曜日から金曜日まで育児休

業を取得している場合、５日間の育児休業になるのか。 

Ｑ代期３ 労働者が育児休業期間中に就業している場合の取扱いはどうなるのか。 

Ｑ代期４ 原職等復帰の要否や復帰後の継続雇用期間の有無の判断に用いる「１か月

以上の育児休業」とは、どのように判断するのか。 

Ｑ代期５ なぜ「１か月以上の育児休業」の場合のみ、支給要件が追加されるのか。 

Ｑ代期６ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」における育児休

業期間について、育児休業取得者の本来の所定労働日はそれぞれ何日以上

含まれている必要があるのか。 

●手当支給等（育児休業、短時間勤務の共通事項） 

Ｑ代手１ 「手当支給等」の支給額における「業務体制整備経費」とはなにか。 

Ｑ代手２ 「手当支給等」について、手当を毎月支給するのではなく、一時金として

支給する場合や賞与とあわせて支給するなどの場合も対象となるか。 

Ｑ代手３ 「手当支給等」における業務の見直し・効率化の取組について、対象労働

者の所属部署や事業所全体の事務分担を確認できる書類がないが支給対象

となるか。 

Ｑ代手４ 「手当支給等」における、業務代替手当にかかる助成金支給上限額の１か

月あたり 10 万円（育児休業）／３万円（短時間勤務）における「１か月」

とはどのようにカウントするのか。 

Ｑ代手５ 育児休業（短時間勤務）開始日と業務代替開始日が異なる場合、「はじめの
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 １か月間」の起算日はいつになるのか。 

Ｑ代手６ 

 

従前から社会保険労務士等と包括的な顧問契約を締結している場合も支給

対象となるか。 

Ｑ代手７ 

 

グループ会社に労務コンサルティングを依頼した場合、外部の専門事業者

として認められるか。 

●手当支給等（短時間勤務） 

Ｑ代短１ 「手当支給等（短時間勤務）」の対象となる短時間勤務制度はどのようなも

のか。 

Ｑ代短２ 「手当支給等（短時間勤務）」について、シフト制労働者については、「平

均１時間以上」とはどのように判断するのか。 

Ｑ代短３ 「手当支給等（短時間勤務）」について、就業規則や雇用契約書等から、具

体的な始業・終業時刻やその決定方法が確認できない場合でも対象となる

のか。 

Ｑ代短４ 「手当支給等（短時間勤務）」について、男女雇用機会均等法第 13 条第１

項や就業規則に基づく勤務時間短縮措置は対象とならないのか。 

●新規雇用（育児休業） 

Ｑ代新１ 「新規雇用（育児休業）」において、育児休業取得者の職務以外の職務も兼

務している者も代替要員（ただし、「玉突き」を除く）とみなし得るか。 

Ｑ代新２ 「新規雇用（育児休業）」における代替要員は、正社員として雇用されてい

たり、育児休業者の復帰後もそのまま雇用されることがあっても問題ない

と考えて良いか。 

Ｑ代新３ 「新規雇用（育児休業）」において第１子の育児休業から、復帰することな

く第２子の育児休業（または産前産後休業）に入った場合、新規雇用にお

いて第１子の育児休業期間に確保された代替要員、第２子の育児休業期間

に確保された代替要員ともに支給対象となるか。 

Ｑ代新４ 「新規雇用（育児休業）」において第１子の育児休業終了後、勤務時間短縮

等の措置を利用していた労働者が第２子の育児休業を取得し、その代替要

員を確保した場合、代替要員の勤務時間については、第１子の育児休業前

の勤務時間と比較するのか。 

Ｑ代新５ 「新規雇用（育児休業）」において在籍出向者が育児休業を取得し、代替要

員を出向元が確保した場合、出向元による支給申請は可能か。 

Ｑ代新６ 「新規雇用（育児休業）」において所定労働時間以外の要件を満たしている

代替要員について、途中で育児休業取得者の所定労働時間の２分の１以上

となった場合の取扱い如何。 

Ｑ代新７ 「新規雇用（育児休業）」における代替要員について、所定労働時間ではな

く、実労働時間が育児休業取得者の所定労働時間の２分の１以上である場

合は、支給対象となるか。 

Ｑ代新８ 「新規雇用（育児休業）」における育児休業取得者が有資格者の場合、代替

要員も有資格者である必要があるか。 

Ｑ代新９ 代替要員が派遣労働者のため、賃金台帳を作成していない。派遣元から取

り寄せる必要があるか。 

●「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」における原職等復帰 

Ｑ代復１ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」について、育児

休業取得者は育児休業の終了後、必ず原職等復帰していることが必要なの

か。 

Ｑ代復２ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」における、対象

労働者が１か月以上の育児休業を取得した場合について、就業規則等に規

定のある育児休業を上回る期間の育児休業を取得した上で、原職等へ復帰

した場合の考え方如何。 
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Ｑ代復３ 原職等に復帰させる旨の取扱いについての労働協約または就業規則への規

定について、いつまでに、どのような規定がされている必要があるか。 

Ｑ代復４ 女性労働者が労働基準法第 65 条第３項に基づく軽易業務への転換を請求

し、軽易業務に就いていた場合で、休業から復帰後に職制上の地位が下が

っていたとしても、本人希望により休業前の軽易業務に復帰していれば原

職復帰とみなしてよいか。 

Ｑ代復５ 女性労働者が労働基準法第 65 条第３項に基づく軽易業務への転換を請求

し、軽易業務に就いていた場合、業務代替者は軽易業務転換前の職務を代

替する必要があるか。 

Ｑ代復６ 原職等への復帰に伴い、業務に係る手当等、職制上の地位に係る手当以外

の手当が支給されなかった場合、原職等に復帰していないということにな

るか。 

Ｑ代復７ 同一敷地内の別事業所に復帰した場合、原職相当職への復帰とみなせる

か。 

Ｑ代復８ 有期雇用労働者である育児休業取得者を期間の定めのない労働者として復

職させる場合についても、原職等復帰要件がかかるか。 

Ｑ代復９ 支給要領 0208 ロ(ﾛ)について、各部署の繁閑または通勤事情等を勘案し、

事業主の方から「この部署（事業所）の方が短時間勤務を利用しやすい

（通勤しやすい）ので、希望するならその部署（事業所）に職場復帰させ

る」と労働者に提案し、労働者が同意した場合は、本人の選択によるもの

といえるか。 

●有期雇用労働者加算 

Ｑ代有１ 有期雇用労働者加算について、以前、雇用期間の定めずに雇用していた労

働者が有期雇用契約に転換した後で、育児休業や育児のための短時間勤務

を利用した場合、対象となるか。 

Ｑ代有２ 有期雇用労働者加算について、雇い入れ時は、有期雇用契約であることが

明記されている労働条件通知書が交付されているが、それ以降の契約更新

は口頭で行われ、労働条件通知書等の書面の交付がない場合、支給対象に

なるか。 
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●共通事項 

 

Ｑ代共１ 本コースの支給について、人数や回数の上限はあるのか。 

 

Ａ代共１ １年度（４月１日～翌年３月 31 日）において、本コース全体で１

事業主あたり、対象労働者延べ 10 人までを限度に支給する。 

     また、初回から５年間、支給申請が可能である（６年目以降は申請

できない）。これにより、同一事業主の最大支給可能人数は 50 人とな

る。 

 

ここでの「対象労働者」とは、助成金の対象となる育児休業取得者

または短時間勤務制度の利用者をいい、「10 人」の人数については、

[1]手当支給等（育児休業）、[2]手当支給等（短時間勤務）、[3]新規

雇用（育児休業）の各助成金全てを合算する。 

同一の労働者が複数回、助成金の支給対象労働者となった場合で

も、支給申請の都度、それぞれ１名とカウントする。 

 

また、各支給申請における「年度」については、対象労働者が支給

要件を満たした日（[1]手当支給等（育児休業）及び [3]新規雇用

（育児休業）について、育児休業から復帰後の継続雇用期間３か月が

必要な場合（→Ｑ代期４）は継続雇用期間の最終日。それ以外の場合

は、育児休業期間の最終日。[2]手当支給等（短時間勤務）について

は、支給申請期間（→Ｑ代共 13）の開始日の前日）の属する年度によ

り判定する。 

 

なお、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（いわゆる「くるみ

ん認定」「トライくるみん認定」）を受けている事業主については、１

年度の上限人数(10 人)に関わらず、令和 12 年度まで（令和 13 年３月

31 日まで）に支給要件を満たした労働者について、延べ 50 人を限度

に支給する。 

※ 上記特例を利用するためには、当該事業主の支給対象労働者が支

給要件を満たした日（支給申請期間（→Ｑ代共 13）の開始日の前日）

のうち、最も早い日までにくるみん認定等を受けている必要がある。 
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Ｑ代共２ 本コースの支給について、「初回から５年間」についてはどこから

起算するのか。 

 

Ａ代共２ 「初回から５年間」の始期は、当該事業主の支給対象労働者が支給

要件を満たした日（支給申請期間（→Ｑ代共 13）の開始日の前日）

のうち、最も早い日となる。５年間のうちに支給要件を満たした労

働者が支給対象となる。 

 

 

Ｑ代共３ 中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）や両立支援等助

成金の育児休業等支援コース（業務代替支援）など、以前の制度の

助成金を受給していても本コースの対象となるのか。 

 

Ａ代共３ 対象となる。 

     Ｑ代共３の「初回」とは、あくまで本コースの助成金についてであ

り、過去の助成金（※）は含まない。 

    （※）育児・介護雇用安定等助成金（両立支援レベルアップ助成金（代替要員確

保コース）、育児休業代替要員確保等助成金）、両立支援等助成金のうち中小企

業両立支援助成金（代替要員確保コース）、育児休業等支援コース（代替要員

確保時）、育児休業等支援コース（業務代替支援） 

 

 

Ｑ代共４ 本コースの支給対象労働者が、その後、異なる子について再度育

児休業や育児のための短時間勤務を取得・利用した場合、本コース

の対象となるか。 

 

Ａ代共４ 対象となる。この場合、Ｑ代共２の人数の上限においては別途「１

名」とカウントする。 

 

 

Ｑ代共５ 「手当支給等（育児休業）」または「新規雇用（育児休業）」の支

給対象労働者が、その後、同一の子について育児のための短時間勤

務制度を利用した場合、「手当支給等（短時間勤務）」の対象となる

のか。 

 

Ａ代共５ 対象となる。 
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Ｑ代共６ 本コースについて、同一労働者の同一の育児休業について、出生

時両立支援コースや育児休業等支援コースと併用することはできる

のか。 

 

Ａ代共６ 本コースと出生時両立支援コースや育児休業等支援コースの併用は

可能である。 

     また、同一の労働者が柔軟な働き方選択制度等支援コースの「短時

間勤務制度」による支給申請を行う場合や、令和５年度までの育児休

業等支援コース（職場復帰後支援）の復帰後６か月間の期間において

短時間勤務制度を利用した場合に、本コースの「手当支給等（短時間

勤務）」と併用することも可能である。 

 

 

Ｑ代共７ 手当支給等（育児休業）及び新規雇用（育児休業）において、対

象育児休業取得者が、職場復帰時に正社員（月給制）からパートタ

イム労働者（時給制）等へ、雇用形態（給与形態）の変更をしてい

る場合でも、支給対象となるか。 

 

Ａ代共７ 対象育児休業取得者について、雇用形態（給与形態）の変更が育

児・介護休業法で禁止されている不利益取扱いを行っていると判断さ

れる場合には、不支給要件に該当し、助成金の支給対象外である。 

※詳細は、「育児・介護休業法のあらまし」の「16  不利益取扱いの

禁止」をご参照いただきたい。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html 

 また、対象育児休業取得者は、支給申請日時点で雇用保険被保険者

として雇用されている必要があり、復帰後にパートタイム労働者等に

変更されたことで、雇用保険被保険者でなくなっている場合も支給対

象とならない。 

  

 そのため、支給対象となるためには、少なくとも上記の不利益取扱

いに該当せず、かつ支給申請日まで、対象育児休業取得者が雇用保険

被保険者として引き続き雇用されている必要がある。 

 

 上記を前提として、「正社員」と「パートタイム労働者」、「月給制」

と「時給制」といった、雇用形態（給与形態）の変更をしている場合

は、「原職等復帰」には該当しないため、以下の通りとなる。 

①育児休業期間が１か月未満の場合（→Ｑ代期４）：復帰時に原職等に
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復帰していることは支給要件としていないため、復帰の形態によらず

助成金の対象となる。 

②育児休業期間が１か月以上の場合（→Ｑ代期４）：原則として、原職

等に復帰しているが必要であるが、本人の希望により原職等以外で復

帰する場合であって、復帰の形態に関する希望が面談記録により確認

できる場合にも、助成金の対象となる。ただし、この場合も、育児休

業前に無期雇用であった労働者が、休業後、有期雇用として新たに雇

用契約を締結している場合は、復帰と扱うものとしておらず、助成金

の支給対象外である。 

 

 なお、育児休業等支援コース（旧業務代替支援）においては、新規

雇用の場合、対象育児休業取得者が原職等復帰した場合のみに支給対

象を限定していたが、本コースにおいては、手当支給等（育児休業）、

新規雇用（育児休業）の両者とも、上記の取扱いとしている。 

 

 

●共通事項（期間の計算方法） 

Ｑ代期１ 対象労働者が複数回に分割して育児休業や育児のための短時間勤

務を取得・利用した場合や、業務代替期間が複数の期間に分かれる

場合も助成金の対象となるのか。 

 

Ａ代期１ 原則として対象になるが、以下の点に留意すること。 

 

    ・手当支給等（育児休業）及び新規雇用（育児休業）における「１か

月以上の育児休業」についての判定 

  原則として「合計 30 日以上」かどうかにより判定。ただし、２月

を含む場合は「合計 28 日」となる。（→Ｑ代期４） 

      

    ・手当支給等（短時間勤務）における支給申請手続 

     複数回に分割して育児のための短時間勤務制度を利用した場合であ

っても、初回の制度利用開始時点を基準として支給申請を行うことに

なる。１回目の短時間勤務制度利用に係る最後の支給申請を行った後

で、同一の子について再度、制度利用した場合は、支給対象とはなら

ない。（→Ｑ代共６、Ｑ代共 13） 

 

    ・新規雇用（育児休業）における支給額の計算 
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     支給額は、育児休業中に代替要員が業務を代替した期間に応じて決

めているが、育児休業期間や代替要員の勤務した期間が複数の期間に

分かれる場合などは、複数の業務代替期間を合算してカウントするこ

とが可能である。 

     期間については、「７日以上 14 日未満」「14 日以上１か月未満」「１

か月以上３か月未満」「３か月以上６か月未満」「６か月以上」の５段

階としているが、期間を分割する場合、「１か月」については「30

日」、「３か月」については「90 日」、「６か月」については「180 日」

とそれぞれ読み替える。 

    ※ただし、業務代替期間の中に、暦日数が少ない２月（１日から 29

日までのうちのいずれか１日以上）を含む場合には、それぞれ２日を

減算して「28 日」、「88 日」、「178 日」とする。 

 

 

Ｑ代期２ 土曜日・日曜日が休日の労働者が、同じ週の月曜日から金曜日ま

で育児休業を取得している場合、５日間の育児休業になるのか。 

 

Ａ代期２ 本コースの助成金の申請に限った取扱いとして、育児休業期間の初

日の前日以前または最終日の翌日以降に連続する形で、所定労働日で

ない休日（週休日等）がある場合には、「７日以上」の判断の際に、

２日以内に限り、育児休業期間に算入することができる。このため、

当該ケースは、「７日間の育児休業」と扱うことができる。 

    

   （例）土曜・日曜が休日（所定労働日でない日）の労働者が 2/5（月）～2/9

（金）までの５日間の育児休業を取得し、かつ前後の休日には就業していない

場合 

⇒この場合、2/3（土）～2/9（金）、2/4（日）～2/10（土）、2/5（月）～2/11

（日）の３つのいずれの期間の７日の育児休業と扱うことができる。 

 

     なお、助成金の支給申請期間（→Ｑ代共 13）は、対象労働者から育

児休業として申出のあった期間（前後の休日を含まない）に基づき判

断する。 

 

 

Ｑ代期３ 労働者が育児休業期間中に就業している場合の取扱いはどうなる

のか。 
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Ａ代期３ 育児休業期間中であっても、対象労働者が就業した日については、

この助成金における育児休業日数にはカウントしない。 

※ただし、原職等復帰の要否や復帰後の継続雇用期間の有無に影響す

る「１か月以上の育児休業」かどうかの判断については、除外せずカ

ウントする（→Ｑ代期４）。 

※産後パパ育休（出生時育児休業）中に、労使協定に基づく就業可能

日の申出により就業した場合も含む。 

 

また、育児休業中に労働者が労使合意に基づき臨時的・一時的に就

業した場合であっても、１か月ごとの期間（育児休業開始日から起算

した１か月ごと）において、就業日数が 10 日を超え、かつ就業して

いる時間が 80 時間を超える場合には、当該１か月間については、育

児休業をしていないものと扱う。 

    ※当該１か月間の中に代替要員による業務代替期間があっても、助成

金の対象にはならない。 

 

 

Ｑ代期４ 原職等復帰の要否や復帰後の継続雇用期間の有無の判断に用いる

「１か月以上の育児休業」とは、どのように判断するのか。 

 

Ａ代期４ 以下の通り判断する。 

・産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業期間

を含んで「１か月以上」かどうかにより判定 

・育児休業を２回以上に分割して取得している場合は、「合計 30 日以

上」かどうかにより判定 

・なお、育児休業を分割して取得している場合であって、育児休業期

間の中に、暦日数が少ない２月（２月１日から２月 29 日までのうちの

いずれか１日以上）を含む場合には、「合計 28 日以上」かどうかによ

り判定 

 

上記判定に当たっては、育児休業中に労働者が就業している日を除

く処理（→Ｑ代期３）は行わない。 

 

 

Ｑ代期５ なぜ「１か月以上の育児休業」の場合のみ、支給要件が追加され

るのか。 
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Ａ代期５ 両立支援等助成金の支給目的は、職業生活と家庭生活の両立支援に

関する取組の推進により、労働者の雇用の安定を促進することである

ため、育児休業期間が長期の場合には、労働者の職場復帰後の定着状

況（離職等していないこと）についても確認した上で支給することと

したものである。 

 

 

Ｑ代期６ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」におけ

る育児休業期間について、育児休業取得者の本来の所定労働日はそ

れぞれ何日以上含まれている必要があるのか。 

 

Ａ代期６ 以下の通り要件を定めている。 

     ・手当支給等（育児休業） 

      ７日以上の育児休業から助成金の対象となるが、当該期間につい

て、育児休業取得者の本来の所定労働日が３日以上含まれている

ことが必要。 

     ・新規雇用（育児休業） 

      育児休業中に代替要員が業務を代替した期間に応じて助成金の支

給額が変動するが、当該業務代替期間について、育児休業取得者

の本来の所定労働日が以下の通り含まれていることが必要。 

      ・７日以上 14 日未満   ３日以上 

・14 日以上１か月未満  ６日以上 

※１か月以上の場合は、特段の要件は設けていない。 

 

 

●手当支給等（育児休業、短時間勤務の共通事項） 

Ｑ代手１ 「手当支給等」の支給額における「業務体制整備経費」とはなに

か。 

 

Ａ代手１ 支給要件のうち、手当支給以外の取組（業務の見直し・効率化の取

組等）に要するコストを想定して、要件を全て満たした事業主に支払

われる基本助成額的なものとして支給するものである。 

 ただし、必ず「業務代替手当」に関する支給額とあわせて支給する

ものであり、業務見直し等の取組のみを実施した場合であっても、

「業務体制整備経費」単体での支給は行わない。 

 

 



11 
 

Ｑ代手２ 「手当支給等」について、手当を毎月支給するのではなく、一時

金として支給する場合や賞与とあわせて支給するなどの場合も対象

となるか。 

 

Ａ代手２ 手当の算定対象期間が業務代替期間内であることが明確に判別で

き、かつ支給申請日までに支払われた手当である場合に限り、助成金

の算定対象となる手当額に算入することができる。 

 

 

Ｑ代手３ 「手当支給等」における業務の見直し・効率化の取組について、

対象労働者の所属部署や事業所全体の事務分担を確認できる書類が

ないが支給対象となるか。 

 

Ａ代手３ 業務の見直し・効率化に当たっては、既存の業務、事務分担等を整

理したうえで見直すことを前提にしている。このため、審査に当たっ

ては育児休業取得者及び業務を代替する者が所属する部署または事業

所全体の事務分担が確認できる書類が必要であり、既存のものがなけ

れば、作成する必要がある。 

 

 

Ｑ代手４ 「手当支給等」における、業務代替手当にかかる助成金支給上限

額の１か月あたり 10 万円（育児休業）／３万円（短時間勤務）に

おける「１か月」とはどのようにカウントするのか。 

 

Ａ代手４ 支給申請書の記載に基づき、「代替期間の初日から起算して１か月

ごと」「暦月（毎月１日～最終日）」「給与計算において用いる月」の

いずれかにより算出する。なお、１か月未満の端数となる期間が生じ

る場合には、切り上げて１か月と扱う。 

 

 

Ｑ代手５ 育児休業（短時間勤務）開始日と業務代替開始日が異なる場合、

「はじめの１か月間」の起算日はいつになるのか。 

 

Ａ代手５ 育児休業（短時間勤務）開始日となる。 

はじめの１か月の手当支給分を申請するにあたり、例えば対象労働

者の育児休業開始日から数週間後に業務代替が開始となった場合は、

育児休業開始日から１か月の間に係る手当支給額を申請いただく。 
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Ｑ代手６ 従前から社会保険労務士等と包括的な顧問契約を締結している場

合も支給対象となるか。 

 

Ａ代手６ 従前から包括的に顧問契約をしている場合は対象外。しかしなが

ら、支給要領に示した内容のコンサルティングを別途実施し、包括的

な顧問契約に含まれない費用が別途発生したことが確認できた場合

は、支給対象とする。 

 

 

Ｑ代手７ 業務体制整備経費の対象となる「外部の社会保険労務士等に委託

した場合」とはどのような場合か。 

 

Ａ代手７ 社会保険労務士、弁護士等の労務コンサルティングに資する国家資

格を有し、常態として労務コンサルティングを業とする者が実施した

場合である。いうまでもなく当該者は申請事業者とは独立したもので

ある必要がある。 

 

 

●手当支給等（短時間勤務） 

Ｑ代短１ 「手当支給等（短時間勤務）」の対象とならない短時間勤務制度は

どのようなものか。 

 

Ａ代短１  

 

対象とならない場合の例は以下のとおり。 

・１日の所定労働時間が６時間の労働者が１日あたり１時間短縮してい

る。 

 ※「１日の所定労働時間が７時間以上」に該当しないため。 

・１日の所定労働時間が７時間の労働者が１日あたり 30 分短縮してい

る。 

 ※「１日の所定労働時間を１時間以上短縮」に該当しないため。 

・対象労働者が利用した制度が就業規則等に規定されていない。 

 ※就業規則等の内容を改定した場合を除く。 

   （就業規則への規定例） 

第●条（育児短時間勤務） 

１ ３歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第

◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。 
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 所定労働時間を午前９時から午後４時まで（うち休憩間は、午前 12 時から

午後１時までの１時間とする。）の６時間とする（１歳に満たない子を育てる

女性従業員は更に別途 30 分ずつ 2 回の育児時間を請求することができ

る。）。 

    （下線部についての留意点） 

    ※始業・終業時刻を具体的に定めるか、少なくとも決定方法を定める必要があ

る。（例：勤務形態ごとに基本となる始業・終業の時刻を定めた上で、具体的に

は各人ごとに短時間勤務を行う際にその労働条件等を示す書面（短時間勤務取

扱通知書等）により定める旨の委任規定を置く） 

    ※本来の所定労働時間より１日当たり１時間以上短縮されている必要がある。な

お、育児・介護休業法において、所定労働時間を原則６時間（５時間 45分～６

時間）とする制度は必ず設けなければならないとされていることに留意するこ

と。 

 

 

Ｑ代短２ 「手当支給等（短時間勤務）」について、シフト制労働者について

は、「平均１時間以上」とはどのように判断するのか。 

 

Ａ代短２ 原則として、シフト表における勤務状況をベースとして判断する。 

 

 

Ｑ代短３ 「手当支給等（短時間勤務）」について、就業規則や雇用契約書等

から、具体的な始業・終業時刻やその決定方法が確認できない場合

でも対象となるのか。 

 

Ａ代短３ 短時間勤務を行ったことが確認することが通常困難と考えられるた

め、支給対象外としている。 

 

 

Ｑ代短４ 「手当支給等（短時間勤務）」について、男女雇用機会均等法第

13 条第１項や就業規則に基づく勤務時間短縮措置は対象とならない

のか。 

 

Ａ代短４ 本助成金は育児のための短時間勤務制度（育児・介護休業法第 23

条）の利用促進を目的としており、支給対象とはならない。 
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●新規雇用（育児休業） 

Ｑ代新１ 「新規雇用（育児休業）」において、育児休業取得者の職務以外

の職務も兼務している者も代替要員（ただし、「玉突き」を除く）

とみなし得るか。 

 

Ａ代新１ 原則、代替要員とみなし得る。 

 

 

Ｑ代新２ 「新規雇用（育児休業）」における代替要員は、正社員として雇

用されていたり、育児休業者の復帰後もそのまま雇用されることが

あっても問題ないと考えて良いか。 

 

Ａ代新２ 支給要領 0301c ロに規定する代替要員に該当すれば支給要件を満た

す。 

 

 

Ｑ代新３ 「新規雇用（育児休業）」において第１子の育児休業から、復帰

することなく第２子の育児休業（または産前産後休業）に入った場

合、新規雇用において第１子の育児休業期間に確保された代替要

員、第２子の育児休業期間に確保された代替要員ともに支給対象と

なるか。 

 

Ａ代新３ 第１子の育児休業から復帰することなく引き続き第２子の休業に入

ったものの、代替要員は第１子、第２子それぞれについて確保してい

たという場合、それぞれ支給要件を満たせば、第１子、第２子に係る

育児休業についてともに対象となる。 

また、申請期限については、第１子、第２子それぞれの育児休業終

了日を基準として、Ｑ代共 13 の通りである。 

 

 

Ｑ代新４ 「新規雇用（育児休業）」において第１子の育児休業終了後、勤

務時間短縮等の措置を利用していた労働者が第２子の育児休業を取

得し、その代替要員を確保した場合、代替要員の勤務時間について

は、第１子の育児休業前の勤務時間と比較するのか。 

 

Ａ代新４ 第２子の育児休業のための代替要員であることから、第２子の育児

休業前の勤務時間の２分の１以上である必要がある。 
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Ｑ代新５ 「新規雇用（育児休業）」において在籍出向者が育児休業を取得

し、代替要員を出向元が確保した場合、出向元による支給申請は可

能か。 

 

Ａ代新５ 出向元で代替要員を確保し、出向先に配置している場合は可能であ

る。ただし、雇用保険の被保険者資格の継続、出向元での給与の支払

いの有無、出向後に出向元に戻る旨の契約等を確認し、当該出向が企

業内の異動と同様のものであると確認できる場合に限る。 

 

 

Ｑ代新６ 「新規雇用（育児休業）」において所定労働時間以外の要件を満

たしている代替要員について、途中で育児休業取得者の所定労働時

間の２分の１以上となった場合の取扱い如何。 

 

Ａ代新６ 所定労働時間が２分の１以上の要件を満たした時点から勤務期間を

算定すること。 

 

 

Ｑ代新７ 「新規雇用（育児休業）」における代替要員について、所定労働時

間ではなく、実労働時間が育児休業取得者の所定労働時間の２分の

１以上の場合は、支給対象となるか。 

 

Ａ代新７ 所定労働時間が２分の１以上の要件を満たさない場合は、支給対象

とならない。 

 

 

Ｑ代新８ 「新規雇用（育児休業）」における育児休業取得者が有資格者の

場合、代替要員も有資格者である必要があるか。 

 

Ａ代新８ 当該資格がなければ育児休業取得者の職務のうち、代替要員が代替

した業務を実施し得ない場合、代替要員にも同様の資格が必要であ

る。 

なお、資格に種類・等級がある場合において、補助的な資格を有し

ている者でも、別の種類・等級の資格を有する育児休業取得者の職務

を遂行できていた場合は、代替要員とみなしうる。（例：育児休業取

得者が正看護師、代替要員が准看護師で、当該育児休業取得者が従事

していた業務は准看護師が従事できる内容だった場合 等） 
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Ｑ代新９ 代替要員が派遣労働者のため、賃金台帳を作成していない。派遣

元から取り寄せる必要があるか。 

 

Ａ代新９ 派遣労働者であっても賃金台帳の提出は必要となる。 

 

 

●「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」における原職等復

帰 

Ｑ代復１ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」につい

て、育児休業取得者は育児休業の終了後、必ず原職等復帰している

ことが必要なのか。 

 

Ａ代復１ 以下①～③の通りである。 

     ①育児休業期間が１か月未満の場合（→Ｑ代期４）には、原職等に

復帰しているかどうかに関わらず、助成金の対象となる。 

     ②育児休業期間が１か月以上の場合（→Ｑ代期４）において、本人

の希望により原職等以外で復帰する場合であって、当該希望が面

談記録により確認できる場合にも、助成金の対象となる。 

     ※ただし、育児休業前に無期雇用だった労働者が、休業後、有期雇

用として新たに雇用契約を締結している場合や、育児・介護休業

法で禁止されている対象労働者への不利益取扱いを行っている場

合等を除く。 

※面談記録については、必要に応じ、育児休業等支援コースの面談

シートを活用のこと。 

③上記の場合以外は、育児休業取得者が原職等に復帰していない場

合は助成金の対象とならない。 

 

 

Ｑ代復２ 「手当支給等（育児休業）」及び「新規雇用（育児休業）」におい

て対象労働者が１か月以上の育児休業を取得した場合について、就

業規則等に規定のある育児休業を上回る期間の育児休業を取得した

上で、原職等へ復帰した場合の考え方如何。 

 

Ａ代復２ 本コースの助成金の支給対象となる育児休業期間は、就業規則等の

規定に基づくものであることが必要である。 

規定通りの運用でなかった場合は、当該運用に合わせて就業規則等

の修正がなされれば支給対象となり得る。 
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Ｑ代復３ 原職等に復帰させる旨の取扱いについての労働協約または就業規

則への規定について、いつまでに、どのような規定がされている必

要があるか。 

 

Ａ代復３ 当該規定については、対象労働者の育児休業期間が１か月以上の場

合（→Ｑ代期４）に規定化が要件となっており、労働者が原職等に復

帰するまでに規定されている必要がある。原職等復帰時点で規定がま

ったく存在しない場合には、支給対象とならない。 

      

なお、規定については、「育児・介護休業等に関する規則の規定

例」に掲載のある以下（参考①）の規定例のように、原職等復帰のル

ールが明確に定められていることが必要であり、規定は存在するもの

の、内容が不適切である場合（参考②）は、適切な内容への修正が必

要である。 

  

（参考①：育児・介護休業等に関する規則の規定例） 

 １ 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 

 ２ １にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある

場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日

の１か月前、介護休業終了予定日の２週間前までに正式に決定し通知する。 

   

（参考②：助成金の要件上、不備となる例。）※修正すれば支給可能。 

  育児・介護休業後の勤務部署及び職務については、会社の都合により決定する。 

 

 

Ｑ代復４ 女性労働者が労働基準法第 65 条第３項に基づく軽易業務への転換

を請求し、軽易業務に就いていた場合で、休業から復帰後に職制上

の地位が下がっていたとしても、本人希望により休業前の軽易業務

に復帰していれば原職復帰とみなしてよいか。 

 

Ａ代復４ 本コースの助成金については、職制上の地位が下がっている場合

は、本人希望に基づく取扱いであっても原職復帰とはみなさない。 

 

 

Ｑ代復５ 女性労働者が労働基準法第 65 条第３項に基づく軽易業務への転換

を請求し、軽易業務に就いていた場合、業務代替者は軽易業務転換

前の職務を代替する必要があるか。 
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Ａ代復５ 育児休業取得者が軽易業務転換をしていた場合の業務代替者または

代替要員は、原則として転換前の業務を代替する必要があるが、育児

休業取得者本人の希望により軽易業務に復帰することが明らかな場合

については、転換後の業務を代替することで差し支えない。 

 

 

Ｑ代復６ 原職等への復帰に伴い、業務に係る手当等、職制上の地位に係る

手当以外の手当が支給されなかった場合、原職等に復帰していない

ということになるか。 

 

Ａ代復６ 職制上の地位に係る手当については、職制上の地位が休業前よりも

下回っていないことという本助成金における「原職等」の要件を満た

しているか否かを確認するためのものであるが、業務に係る手当につ

いては当該手当の不支給をもって直ちに原職等に復帰していないこと

にはならない。 

    ただし、業務に関する手当でも休業前と復職後で取り扱いが異なる

理由によっては、育児・介護休業法で禁止されている不利益取り扱い

に該当することがあり、その場合、是正されなければ助成金は支給さ

れない。 

 

 

Ｑ代復７ 同一敷地内の別事業所に復帰した場合、原職相当職への復帰とみ

なせるか。 

 

Ａ代復７ 両事業所が一体となって業務を行っていると認められる場合は同一

事業所とみなして原職相当職への復帰とみなせる。 

ただし、同一敷地内であっても本社機能と営業拠点等業務内容が異な

る場合は、同一事業所と認められず、0208 ロ(ﾛ)の要件を満たす必要があ

る。 

 

 

Ｑ代復８ 有期雇用労働者である育児休業取得者を期間の定めのない労働者

として復職させる場合についても、原職等復帰要件がかかるか。 

 

Ａ代復８ 有期雇用労働者である育児休業取得者を期間の定めのない労働者と

して復職させる場合、休業前の職位・待遇を下回らないことを要件に、

原職等復帰の要件は必要としない。 
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Ｑ代復９ 支給要領 0207 ロ(ﾛ)について、各部署の繁閑または通勤事情等を

勘案し、事業主の方から「この部署（事業所）の方が短時間勤務を

利用しやすい（通勤しやすい）ので、希望するならその部署（事業

所）に職場復帰させる」と労働者に提案し、労働者が同意した場合

は、本人の選択によるものといえるか。 

 

Ａ代復９ 企業全体の体制等は事業主が把握していると考えられることから、

事業主の方から労働者に提示した場合であっても、労働者本人が仕事

と家庭の両立に資するものとして同意した場合は、本人が選択したも

のといえる。 

ただし、職務の内容や職制上の地位は同じである必要がある。 

 

 

●有期雇用労働者加算 

Ｑ代有１ 有期雇用労働者加算について、以前、雇用期間を定めずに雇用し

ていた労働者が有期雇用契約に転換した後で、育児休業や育児のた

めの短時間勤務を利用した場合、対象となるか。 

 

Ａ代有１ 助成金の対象となる育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業

をする場合には、産後休業）または育児のための短時間勤務制度の利

用を開始する日の前日から起算して過去６か月の間に、雇用期間の定

めのない労働者として雇用していた場合は対象とはならない。 

 

 

Ｑ代有２ 有期雇用労働者加算について、雇い入れ時は、有期雇用契約であ

ることが明記されている労働条件通知書が交付されているが、それ

以降の契約更新は口頭で行われ、労働条件通知書等の書面の交付が

ない場合、支給対象になるか。 

 
Ａ代有２ 雇い入れ時に有期雇用契約であることが明記されている書類（労働

条件通知書等）があれば、その写しを提出させるとともに、育児休業

を取得する時点の労働契約について、契約期間の確認ができる他の帳

簿の写し等や有期雇用契約として契約を更新していたことを確認する

本人の申立書の提出があれば、支給対象として差し支えない。 

  ただし、有期雇用契約であることが明記されている書類（労働条件

通知書等）が一切存在しない場合は、加算の支給対象とはならない。 

 

 


